
第３号議案 

 

 

漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況等  

について（報告） 

  

このことについて、別添のとおり知事から報告があります。 

 

 

 

令和７年１０月３１日 

会 長 石井 春人 
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水 産 第 １ ０ ０ ４ 号  
令和７年１０月１７日  

 
 千葉海区漁業調整委員会 様  
 

千葉県知事 熊 谷 俊 人      
（公印省略）      

 
漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況等について（報告） 

 
漁業法第９０条第１項の規定により、各漁業権者から漁業権の内容たる漁業に  

おける資源管理の状況等の報告があったので、同条第２項及び同法施行規則第２８条

第３項の規定により、下記のとおり意見を付して報告します。 
記 

 各漁業権については、適切かつ有効に活用されていると判断される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【別添】 
 資源管理の状況等の報告の取りまとめ結果 
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資源管理の状況等の報告の取りまとめ結果
【共同漁業権】

漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応

市川市 共第１号 第１種共同漁業 もがい 令和6年1月1日 害敵生物の駆除 70 7 26 705
短共第１号 ほんびのすがい ～ はまぐりの種苗放流 70 15 80 63,878

おごのり、はまぐり、あさり、
ばかがい、かき（共1のみ）、
しおふき、餌むし

令和6年12月31日 70 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第２種共同漁業 雑魚固定式刺し網 53 1 110 2,416
船橋市 短共第２号 第１種共同漁業 あさり 令和6年1月1日 害敵生物の駆除 85 27 54 2

短共第３号 ほんびのすがい ～ 漁場の耕うん  85 27 54 66,610
おごのり、もがい、かき、はまぐり、
ばかがい、しおふき、餌むし

令和6年12月31日 85 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第２種共同漁業 雑魚固定式刺し網 85 2 34 12,188
新木更津市 共第２号 第１種共同漁業 あさり 令和6年1月1日 害敵生物の駆除 85 42 36 66,606

（牛込） おごのり、もがい、かき、 ～ 囲い網の設置 85 0 0 0
はまぐり、ばかがい、しおふき、 令和6年12月31日
おおのがい、餌むし

共第４号 第１種共同漁業 はまぐり 令和6年1月1日 害敵生物の駆除 82 11 7 650

（久津間） あさり ～ 囲い網の設置 82 21 19 6,931
（江川） おごのり、もがい、ばかがい、

しおふき、おおのがい、餌むし
令和6年12月31日 82 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな

い。
共第５号 第１種共同漁業 あさり 令和6年1月1日 害敵生物の駆除 10 10 27 10,572

（中里） おごのり、もがい、はまぐり、 ～ 囲い網の設置 10 0 0 0

ばかがい、しおふき、 令和6年12月31日
おおのがい、餌むし

共第６号 第１種共同漁業 あさり 令和6年1月1日 害敵生物の駆除 22 9 19 4,266

（木更津） おごのり、もがい、かき、 ～ 囲い網の設置 22 0 0 0
はまぐり、ばかがい、しおふき、 令和6年12月31日
おおのがい、餌むし

共第７号 第２種共同漁業 雑魚固定式刺し網 令和6年1月1日 まこがれいの種苗放流 8 4 130 5,100

～
令和6年12月31日

金田 共第３号 第１種共同漁業 はまぐり 令和6年1月1日 死殻の除去 430 46 64 609

あさり ～ 囲い網の設置 430 46 64 91,431

おごのり、もがい、かき、 令和6年12月31日 430 0 0 0
ばかがい、しおふき、
おおのがい、餌むし

第２種共同漁業 雑魚すだて 12 2 15 856
共第７号 第２種共同漁業 雑魚固定式刺し網 令和6年1月1日 小型魚の再放流  60 9 85 6,460

～ まこがれいの種苗放流
令和6年12月31日

資源の低迷等により漁獲がな
い。

漁獲量（kg）

資源の低迷等により漁獲がな
い。

資源の低迷等により漁獲がな
い。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

資源の低迷等により漁獲がな
い。

適切かつ有効に活用
されている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

富津 共第８号 第１種共同漁業 あさり 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 105 19 43 16,669

たいらぎ ～ 害敵生物の駆除 105 19 49 188
なみがい 令和6年12月31日 みるくいの種苗放流 105 19 49 42,970
おごのり、かき、はまぐり、
ばかがい、しおふき、おおのがい、
みるくい、なまこ、餌むし

ひらめの種苗放流
囲い網の設置

105 0~86 0～49 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第２種共同漁業 雑魚固定式刺し網 105 8 105 44,075
新富津 共第９号 第１種共同漁業 おごのり、かき、はまぐり、 令和6年1月1日 海岸清掃 105 0 0 0

（新富津） あさり、ばかがい、しおふき、 ～ 漁場の耕うん
おおのがい、みるくい、 令和6年12月31日 ひらめの種苗放流
たいらぎ、餌むし

第２種共同漁業 きす固定式刺し網
こち固定式刺し網
ひらめ固定式刺し網
かに固定式刺し網

第３種共同漁業 あじ地びき網 105 1 15 100
共第１０号 第１種共同漁業 あさり、ばかがい、みるくい、 令和6年1月1日 海岸清掃 105 0 0 0

（下洲） にし、たこ、餌むし ～ 漁場の耕うん
第３種共同漁業 あじ地びき網 令和6年12月31日 105 0 0 0 近年、対象魚種の来遊が少ない

ため、操業していない。

共第１３号 第２種共同漁業 いなだ固定式刺し網 令和6年1月1日 海岸清掃 0

（下洲） ひらめ固定式刺し網 ～ ひらめの種苗放流
かに固定式刺し網 令和6年12月31日
くるまえび固定式刺し網
いか固定式刺し網

大佐和 共第１１号 第１種共同漁業 ばい 令和6年1月1日 ばいの産卵床設置 8 8 45 3,242
（現在は天羽） たこ ～ 貝類資源調査 2 1 9 56

あさり、ばかがい、みるくい、
あかがい、にし、
つめたがい、なまこ、餌むし

令和6年12月31日 1～3 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第１３号 第２種共同漁業 ひらめ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 3～15 0 0 0
いなだ固定式刺し網 ～ くるまえびの種苗放流
かに固定式刺し網 令和6年12月31日 いかの産卵床の設置
くるまえび固定式刺し網
いか固定式刺し網

0 0

漁場の利用はない
が、共有漁業権者に
よって利用されてい
るため、適切かつ有
効に活用されている
といえる。

適切かつ有効に活用
されている。

漁場の利用はない
が、共有漁業権者に
よって利用されてい
るため、適切かつ有
効に活用されている
といえる。

資源の低迷等により漁獲がな
い。

13 40 914

漁場を利用していな
いが、合理的な理由
があるため、適切か
つ有効に活用されて
いるといえる。

近年、対象魚種の来遊が少ない
ため、操業していない。

105

13

近年、対象魚種の来遊が少ない
ため、操業していない。

資源の低迷等により漁獲がな
い。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

天羽 共第１２号 第１種共同漁業 かじめ 令和6年1月1日 あわびの種苗放流 81 7 7 3,935

わかめ ～ 81 5 2 195

ひじき 令和6年12月31日 81 9 21 2,760

さざえ 81 8 69 10,526
ばい 81 8 18 2,809
たこ 81 4 45 1,359
いせえび 81 11 25 579
なまこ 81 9 33 2,725個
てんぐさ、つのまた、わかめ、
ひじき、はまぐり、あさり、
ばかがい、あかがい、にし、
あわび、とこぶし、ばていら、
うに、餌むし

81 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第１３号 第２種共同漁業 いなだ固定式刺し網 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 74 10 周年
ひらめ固定式刺し網 ～ ひらめの種苗放流 50 16 周年
かに固定式刺し網 令和6年12月31日 くるまえびの種苗放流 50 8 周年
くるまえび固定式刺し網 74 0 0
いか固定式刺し網 40 4 周年

鋸南町保田 共第１４号 第１種共同漁業 あわび 令和6年1月1日 あわびの種苗放流 145 3 5 1
さざえ ～ さざえの種苗放流 145 15 25 862
たこ 令和6年12月31日 スポアバック投入 145 8 40 1,141

いせえび 145 15 30 1,181

なまこ 145 5 15 336個
かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、ひじき、はばのり、
いわのり、とこぶし、うに、
餌むし

145 0～5 0～5 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第２種共同漁業 いか小型定置 145 0 0 0 近年、対象魚種の来遊が少ない
ため、操業していない。

第３種共同漁業 あじ地びき網 145 0 0 0 近年、対象魚種の来遊が少ない
ため、操業していない。

共第１７号 第２種共同漁業 いなだ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 145 10
かます固定式刺し網 ～ くるまえびの種苗放流
ひらめ固定式刺し網 令和6年12月31日
かに固定式刺し網
くるまえび固定式刺し網

135 30,490

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

137,590

適切かつ有効に活用
されている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

鋸南町勝山 共第１５号 第１種共同漁業 てんぐさ 令和6年1月1日 あわびの種苗放流 43 1 1 2

わかめ ～ さざえの種苗放流 43 3 10/1～翌4/30 703
ひじき 令和6年12月31日 スポアバック投入 43 10 3/14~20,3/28~4/15 1,008kg+乾5kg
はばのり 害敵生物の駆除 43 14 12/18～翌3/31 124kg+509枚
とさかのり いかの産卵床の設置 43 1 2 2
あわび 43 18 4/15～9/15 20
とこぶし 43 27 4/15～8/15 111
さざえ 43 18 8/1～翌5/31 1,940
うに 43 7 4/15～9/15 14
なまこ 43 3 周年 613個
いせえび 43 7 8/1～翌5/31 1,816
たこ 43 3 周年 85
かじめ、いわのり、
ばい、ばていら、餌むし

43 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第１７号 第２種共同漁業 ひらめ固定式刺し網 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 43 12 12/1～翌5/31 316
いなだ固定式刺し網 ～ ひらめの種苗放流 43 1 周年 0
かます固定式刺し網 令和6年12月31日 くるまえびの種苗放流
かに固定式刺し網
くるまえび固定式刺し網

岩井富浦 共第１６号 第１種共同漁業 わかめ 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 95 2 4 16
（岩井） ばい ～ さざえの種苗放流 95 4 30 1,839

あわび 令和6年12月31日 あわびの種苗放流 95 3 4/1～9/15 3
さざえ 害敵生物の駆除 95 7 8/1～翌5/31 195
なまこ 95 8 8 15
いせえび 95 10 8/1～翌5/31 1,450
たこ 95 8 90 95
かじめ、てんぐさ、ひじき、
はばのり、ばかがい、とこぶし、
ばていら、うに、餌むし

95 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第２種共同漁業 あじ小型定置 4 2 104 10,560
第３種共同漁業 あじ地びき網 4 2 30 180

共第１７号 第２種共同漁業 いなだ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 95 6
（岩井） かます固定式刺し網 ～ くるまえびの種苗放流

ひらめ固定式刺し網 令和6年12月31日
かに固定式刺し網
くるまえび固定式刺し網

共第１８号 第１種共同漁業 あわび 令和6年1月1日 あわびの種苗放流 359 24 5/8～9/15 57
（富浦） とこぶし ～ さざえの種苗放流 359 3 5/8～6/30 151

さざえ 令和6年12月31日 359 24 8/1～翌5/31 765
なまこ 359 2 周年 29

いせえび 359 8 8/1～翌5/31 1,330
たこ 359 2 周年 431
かじめ、てんぐさ、わかめ、
ひじき、はばのり、とさかのり、
はまぐり、あさり、ばかがい、ばい
ばていら、うに、餌むし

359 0～20 周年等 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

34 2,160

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

資源の低迷等により漁獲がな
い。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

岩井富浦 共第２０号 第２種共同漁業 いなだ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 78 3 100 10,106
（富浦） かます固定式刺し網 ～ くるまえびの種苗放流

たい固定式刺し網 令和6年12月31日
ひらめ固定式刺し網
かに固定式刺し網
くるまえび固定式刺し網

館山 共第１９号 第１種共同漁業 ばい 令和6年1月1日 あわびの種苗放流 37 3 33 325
（船形） あわび ～ さざえの種苗放流 37 5 30 13

さざえ 令和6年12月31日 スポアバック投入 37 8 56 596
なまこ 害敵生物の駆除 37 3 40 67個
いせえび 37 6 70 537
たこ 37 2 30 20
かじめ、てんぐさ、わかめ、ひじき、
はばのり、はまぐり、あさり、
ばかがい、とこぶし、ばていら、
うに、餌むし

37 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第２０号 第２種共同漁業 いさき固定式刺し網（共36） 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 11 5 99 2,203

（船形） いなだ固定式刺し網 ～ ひらめの種苗放流
共第３６号 かます固定式刺し網（共20） 令和6年12月31日 くるまえびの種苗放流
（相浜） すずき固定式刺し網（共36）
（布良） たい固定式刺し網（共20）

ひらめ固定式刺し網
かに固定式刺し網（共20）
くるまえび固定式刺し網（共20）

共第３０号 第１種共同漁業 あわび（共30、32） 令和6年1月1日 あわびの種苗放流 25 12 17 373

共第３１号 とこぶし（共30、32） ～ さざえの種苗放流 25 12 17 259
共第３２号 さざえ（共30、32） 令和6年12月31日 25 12 7 24
共第３３号 いせえび（共31、32、33） 8 8 51 4,120
（相浜）
（布良）

かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、ひじき、はばのり、
いわのり、とさかのり、おにくさ、
とりあし、どらくさ、かき、
はまぐり、あさり、 ばかがい、
ばい、ばていら、うに、餌むし
（共30、32）
※はまぐり、あさり、ばかがい、ばいは
 共30のみ、どらくさは共32のみ

25 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第２種共同漁業 すずき小型定置（共30） 1 0 0 0
あじ小型定置（共30） 1 0 0 0

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

近年、対象魚種の来遊が少ない
ため、操業していない。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
29



漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

西岬 共第２１号 第１種共同漁業 てんぐさ 令和6年1月1日 あわびの種苗放流 325 2 9 8,000
ばい ～ さざえの種苗放流 325 3 24 470
あわび 令和6年12月31日 スポアバック投入 325 10 3 9
とこぶし 害敵生物の駆除 325 20 3 692
さざえ 325 16 4 276
いせえび 325 14 9 956
たこ 325 4 4 31
かじめ、わかめ、ひじき、
はばのり、いわのり、とさかのり、
おにくさ、ばていら、うに、餌むし

325 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第２２号 第２種共同漁業 いなだ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 1 1 1 3
ひらめ固定式刺し網 ～ 2 2 28 105

令和6年12月31日

共第２３号 第２種共同漁業 あじ小型定置 令和6年1月1日
資源管理協定の履行 6 1 244 47,871 適切かつ有効に活用

されている。

共第２４号 第２種共同漁業 あじ小型定置 ～
6 0 0 0

共第２５号 第２種共同漁業 あじ小型定置 令和6年12月31日
6 0 0 0

共第２６号 第２種共同漁業 あじ小型定置
6 0 0 0

共第２７号 第２種共同漁業 あじ小型定置
6 1 206 162,217 適切かつ有効に活用

されている。

共第２８号 第２種共同漁業 あじ小型定置
6 1 232 118,486 適切かつ有効に活用

されている。

共第２９号 第２種共同漁業 あじ小型定置
6 1 1 15 適切かつ有効に活用

されている。
共第３６号 第２種共同漁業 いさき固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流  1 1 6 3

すずき固定式刺し網 ～ 1 1 1 2
ひらめ固定式刺し網 令和6年12月31日 2 2 2 6
いなだ固定式刺し網 2 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな

い。
波左間 共第２１号 第１種共同漁業 わかめ 令和6年1月1日 あわびの種苗放流  50 15 9/1～翌5/31 400

ひじき ～ さざえの種苗放流  50 15 周年 300
はばのり 令和6年12月31日 スポアバック投入 50 30 12/1～翌3/31 50
あわび 害敵生物の駆除 50 50 4/1～9/15 5
とこぶし 50 50 4/1～8/15 30
さざえ 50 50 8/1～翌5/31 1,000
いせえび 8 4 8/1～翌5/31 300
かじめ、てんぐさ、いわのり、
とさかのり、おにくさ、ばい、
ばていら、うに、たこ、餌むし

5～50 2～40 周年等 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第２２号 第２種共同漁業 いなだ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流  4 4 30 1,800
ひらめ固定式刺し網 ～ 4 4 30 1,000

令和6年12月31日

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

近年、対象魚種の来遊が少ない
ため、操業していない。

漁場を利用していな
いが、合理的な理由
があるため、適切か
つ有効に活用されて
いるといえる。

適切かつ有効に活用
されている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

東安房 共第３２号 第１種共同漁業 ひじき 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 1,754 4 3 2,600
（白浜） あわび ～ あわびの種苗放流 1,754 9 5/1～9/10 1,311

とこぶし 令和6年12月31日 1,754 10 5/1～8/15 101
さざえ 1,754 4 8/1～翌5/31 200
いせえび 1,754 2 8/1～翌5/31 1,030
かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、はばのり、いわのり、
とさかのり、おにくさ、とりあし、
どらくさ、かき、ばていら、
うに、餌むし

1,754 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第３３号 第１種共同漁業 いせえび 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 1,754 18 8/1～翌5/31 3,136
（白浜） ～

令和6年12月31日
共第３４号 第１種共同漁業 ひじき 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 1,754 46 3 44,800
（白浜） はばのり ～ あわびの種苗放流 1,754 27 20 16,910枚

あわび 令和6年12月31日 1,754 192 5/1～9/10 17,541
とこぶし 1,754 55 5/1～8/15 387
さざえ 1,754 81 7/20～翌5/31 8,345
かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、いわのり、とさかのり、
おにくさ、とりあし、どらくさ、
はまぐり、ばていら、うに、なまこ、餌
むし

1,754 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第３５号 第１種共同漁業 いせえび 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 1,754 56 8/1～翌5/31 22,821
（白浜） ～

令和6年12月31日
共第３６号 第２種共同漁業 いさき固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 1,754 9 14 38
（白浜） いなだ固定式刺し網 ～ 1,754 2 3 23

すずき固定式刺し網 令和6年12月31日 1,754 8 37 845
ひらめ固定式刺し網 1,754 16 6 81

共第３７号 第１種共同漁業 てんぐさ 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 1,588 7 5/1～10/31 269
（千倉） ひじき ～ あわびの種苗放流 1,588 132 3 70,469

はばのり 令和6年12月31日 ひらめの種苗放流 1,588 30 20 800枚
あわび 1,588 173 5/1～9/5 9,681
とこぶし 1,588 5 5/1～8/15 14
さざえ 1,588 91 8/1～翌5/31 16,409
いせえび 1,588 98 8/1～翌5/31 27,624
かじめ、つのまた、わかめ、
いわのり、おにくさ、とりあし、
どらくさ、かき、はまぐり、
ばていら、うに、なまこ、餌むし

1,588 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第２種共同漁業 ひらめ固定式刺し網 20 13 5 45
いなだ固定式刺し網 20 0 0 0 近年、対象魚種の来遊が少ない

ため、操業していない。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

東安房 共第３８号 第１種共同漁業 あわび 令和6年1月1日 あわびの種苗放流 289 25 15 720
（和田） とこぶし ～ 小型いせえびの再放流 289 8 14 36

さざえ 令和6年12月31日 289 9 5 351
いせえび 289 14 54 7,881
かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、ひじき、はばのり、
いわのり、おにくさ、とりあし、
どらくさ、かき、はまぐり、
ばい、ばていら、なまこ、餌むし

289 0～23 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第２種共同漁業 あじ小型定置 1 1 166 151,164
共第４２号 第１種共同漁業 はまぐり 令和6年1月1日 はまぐりの種苗放流 26 26 15 8,908
（天津小湊） だんべいきさご ～ 26 26 1 676

令和6年12月31日
共第４３号 第１種共同漁業 ひじき 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 763 298 5 93,107
（天津小湊） はばのり ～ あわびの種苗放流 763 87 1 2,831袋

あわび 令和6年12月31日 スポアバック投入 763 112 5/10～9/15 2,378
とこぶし 763 73 4/1～8/15 1,517
さざえ 763 107 8/1～翌5/31 18,544
なまこ 763 12 9 44
いせえび 763 58 8/1～翌5/31 21,360
かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、いわのり、おにくさ、
とりあし、どらくさ、ほんだわら、
あおのり、ばていら、うに、なまこ、
いせえび、餌むし

763 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第３種共同漁業 あじ地びき網 20 0 0 0 近年、対象魚種の来遊が少ない
ため、操業していない。

共第４４号 第２種共同漁業 ひらめ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 34 9 44 12,335
（和田） かに固定式刺し網 ～ 2 2 26 180
（天津小湊） いさき固定式刺し網 令和6年12月31日 11 0 0 0

いなだ固定式刺し網
すずき固定式刺し網

鴨川市 共第３９号 第１種共同漁業 はばのり 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 607 71 2 18,680枚
あわび ～ あわびの種苗放流 607 100 20 4,062
とこぶし 令和6年12月31日 607 10 5 126
さざえ 607 50 136 5,268
なまこ 607 3 3 3
いせえび 607 50 148 23,523
かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、ひじき、いわのり、
おにくさ、とりあし、どらくさ
ほんだわら、かき、ばていら、餌むし

607 0～50 0～3 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

近年、対象魚種の来遊が少ない
ため、操業していない。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

鴨川市 共第４０号 第１種共同漁業 つのまた 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 320 18 10 800
あわび ～ あわびの種苗放流 320 120 2 1,064
さざえ 令和6年12月31日 320 31 54 4,153
いせえび 320 31 50 7,256
かじめ、てんぐさ、わかめ、
ひじき、はばのり、いわのり、
おにくさ、とりあし、どらくさ、
かき、とこぶし、ばていら、なまこ、餌
むし

320 0～30 0～2 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第４１号 第１種共同漁業 はまぐり 令和6年1月1日 はまぐりの種苗放流 320 17 14 7,338
共第４２号 だんべいきさご ～ 320 17 1 346

令和6年12月31日
共第４４号 第２種共同漁業 ひらめ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 927 2 周年 40,246

いさき固定式刺し網 ～ 5/1～8/31
いなだ固定式刺し網 令和6年12月31日 周年
すずき固定式刺し網 10/1～翌7/31
かに固定式刺し網 1/1～6/30

新勝浦市 共第４５号 第１種共同漁業 てんぐさ 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 789 5 20 19
（大沢 わかめ ～ あわびの種苗放流 789 60 10 5,000
～鵜原） ひじき 令和6年12月31日 害敵生物の駆除  789 350 6 245,047

はばのり 789 41 14 1,070帖
いわのり 789 25 5 40帖
あおのり 789 25 5 100帖

あわび 789 90 16 6,019

とこぶし 789 80 35 1,618
さざえ 789 78 97 37,384
うに 789 70 5 150
なまこ 789 15 50 128
いせえび 789 70 87 29,225
たこ 789 4 20 87
かじめ、つのまた、ほんだわら、
ばていら

789 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第２種共同漁業 あじ小型定置 789 1 20 352

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

新勝浦市 共第４６号 第１種共同漁業 つのまた 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 845 5 20 71
（西部 わかめ ～ あわびの種苗放流 845 120 10 10,000
～豊浜） ひじき 令和6年12月31日 密漁監視  845 10 5 4,000

はばのり 845 15 13 490帖
いわのり 845 10 12 20帖
あおのり 845 10 12 20帖

あわび 845 90 10 4,222

とこぶし 845 30 8 17
さざえ 845 85 75 14,770
いせえび 845 60 63 25,197
かじめ、てんぐさ、ほんだわら、
ばていら、うに、なまこ、たこ

845 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第４７号 第２種共同漁業 いなだ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 1,634 12 10 738
ひらめ固定式刺し網 ～ 1,634 5 8 285

令和6年12月31日
勝浦 共第４６号 第１種共同漁業 はばのり 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 133 5 30 437帖

あわび ～ あわびの種苗放流 133 22 11 3,315
とこぶし 令和6年12月31日 さざえの種苗放流  133 22 5 9
さざえ 133 22 103 2,234
なまこ 133 12 2 17
いせえび 133 12 103 10,807
かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、ひじき、いわのり、
ほんだわら、あおのり、
ばていら、うに、たこ

133 0～12 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第４７号 第２種共同漁業 いなだ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流  133 0 0 0
ひらめ固定式刺し網 ～

令和6年12月31日

資源の低迷等により漁獲がな
い。

漁場の利用はない
が、共有漁業権者に
よって利用されてい
るため、適切かつ有
効に活用されている
といえる。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
34



漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

御宿岩和田 共第４８号 第１種共同漁業 あわび 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 292 26 4/1～9/15 2,775
さざえ ～ あわびの種苗放流 292 35 8/1～12/31 5,075
いせえび 令和6年12月31日 292 35 8/1～12/31 15,815
かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、ひじき、いわのり、
とこぶし、ばていら

292 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

共第４９号 第２種共同漁業 こち固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流  292 0 0 0
ひらめ固定式刺し網 ～ 休漁日の設定 44 0 0 0

令和6年12月31日

夷隅東部 共第５０号 第１種共同漁業 てんぐさ 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 313 25 20 750
つのまた ～ あわびの種苗放流 313 14 25 270
わかめ 令和6年12月31日 小型いせえびの再放流  313 47 12 1,450
ひじき 小型さざえの再放流  313 14 7 450
いわのり 313 8 7 35
かき 313 11 5 160
あわび 313 33 49 693
とこぶし 313 2 5 3
さざえ 313 50 125 4,811
いせえび 313 55 109 38,974
かじめ 313 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな

い。
共第５１号 第２種共同漁業 ひらめ固定式刺し網 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 313 36 35 14,172

～
令和6年12月31日

九十九里 共第５２号 第１種共同漁業 はまぐり 令和6年1月1日 はまぐりの種苗放流 （貝桁）11 （貝桁）11 （貝桁）19 56,739
～ 密漁監視  （貝まき）22 （貝まき）22 （貝まき）12 7,269

（長生） だんべいきさご 令和6年12月31日 （貝桁）11 （貝桁）11 22 51,725
こたまがい、いせえび 11 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな

い。
第３種共同漁業 あじ地びき網 6 2 17 7,250

共第５３号 第１種共同漁業 はまぐり 令和6年1月1日 はまぐりの種苗放流 （貝桁）18 （貝桁）18 （貝桁）46 614,069

～ 密漁監視 （貝まき）110 （貝まき）110 （貝まき）36 243,340

（白里～横芝）
こたまがい、だんべいきさご 令和6年12月31日 18 0 0 0 資源の低迷等により漁獲がな

い。

第３種共同漁業 あじ地びき網 1 1 40 5,000

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

漁場を利用していな
いが、合理的な理由
があるため、適切か
つ有効に活用されて
いるといえる。

資源の低迷等により漁獲がな
い。

適切かつ有効に活用
されている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

操業日数（日／人）
又は操業期間

評価 今後の対応漁獲量（kg）

海匝 共第５４号 第１種共同漁業 かき 令和6年1月1日 はまぐりの種苗放流 3 3 36 2,331
はまぐり ～ 密漁監視  (貝桁）59 (貝桁）59 (貝桁）85 931,434

令和6年12月31日 (貝まき）60 (貝まき）60 (貝まき）66 114,788
だんべいきさご (貝桁）59 (貝桁）59 (貝桁）85 0

(貝まき）60 (貝まき）60 (貝まき）66 250
こたまがい、うばがい （貝桁）59 （貝桁）59 0 0 資源の低迷等により漁獲がな

い。

第３種共同漁業 あじ地びき網 1 1 4 160
共第５５号 第１種共同漁業 かき 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 3 3 36 2,331

いせえび ～ 資源管理協定の履行 21 5 30 333
第２種共同漁業 雑魚固定式刺し網 令和6年12月31日 21 5 155 20,421

共第５６号 第１種共同漁業 令和6年1月1日 密漁監視  16 0 0 0
～
令和6年12月31日

銚子市 共第５６号 第１種共同漁業 令和6年1月1日 資源調査の実施 216 0 0 0
～
令和6年12月31日

共第５７号 第１種共同漁業 つのまた 令和6年1月1日 ひらめの種苗放流 216 4 37 659

ひじき ～ まだいの種苗放流  216 4 36 55
いわのり 令和6年12月31日 216 4 3 4
ふのり 216 4 34 64
かき 216 4 2 890
いせえび 216 43 19 16,489
たこ 216 1 5 206
かじめ、てんぐさ、わかめ、
おにくさ、どらくさ、うばがい、
あわび、さざえ

216 0～4 0 0 資源の低迷等により漁獲がな
い。

第２種共同漁業 雑魚固定式刺し網
216 0 0 0 他の漁業を操業していたため、

当該漁業の操業がない。

適切かつ有効に活用
されている。

資源の低迷等により漁獲がな
い。また、海岸への侵入口が塞
がるなどして、操業が困難な状
況となっている。

漁場を利用していな
いが、合理的な理由
があるため、適切か
つ有効に活用されて
いるといえる。

資源の低迷等により漁獲がな
い。また、海岸への侵入口が塞
がるなどして、操業が困難な状
況となっている。

漁場を利用していな
いが、合理的な理由
があるため、適切か
つ有効に活用されて
いるといえる。

適切かつ有効に活用
されている。

適切かつ有効に活用
されている。

かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、ひじき、いわのり、
おにくさ、どらくさ、ふのり、
かき、あわび、さざえ、
いせえび、たこ

かじめ、てんぐさ、つのまた、
わかめ、ひじき、いわのり、
おにくさ、どらくさ、ふのり、
かき、あわび、さざえ、
いせえび、たこ

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操
業できないとき等が想定される。

※漁業権区域外の漁業許可等の実績が含まれるものあり。
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【区画漁業権】

漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

柵数・
基数等

評価 今後の対応

市川市 区第１号 第１種区画漁業 のり養殖 令和6年8月20日 漁場改善計画の履行 4 4 支柱柵 ：270 6,213,700

区第２号 （団体） ～ 防除ネットの設置 ベタ流し：450 （枚）
短区第１号 令和7年4月30日
短区第２号
短区第３号 （短区第４～６号は）

短区第４号 令和6年8月20日
短区第５号 ～
短区第６号 令和6年12月31日
短区第９号

船橋市 短区第７号 第１種区画漁業 のり養殖 令和6年8月20日 漁場改善計画の履行 85 8 支柱柵 ：412 3,088,700

短区第８号 （団体） ～ 防除ネットの設置 ベタ流し ：120 （枚）
令和7年4月30日

新木更津市 区第３号
（牛込）

第１種区画漁業
（団体）

のり養殖 令和6年8月20日
～令和7年5月20日

漁場改善計画の履行
防除ネットの設置

10 10 支柱柵 ：515
ベタ流し：128

4,351,890
（枚）

適切かつ有効に活用され
ている。

区第４号
（牛込）

第１種区画漁業
（個別）

かき垂下式養殖 令和6年4月1日
～令和7年3月31日

定期的な施設清掃 32
（1,152カゴ）

674
（kg）

適切かつ有効に活用され
ている。

区第６号
（久津間～
木更津）

第１種区画漁業
（団体）

のり養殖 令和6年8月20日
～令和7年5月20日

漁場改善計画の履行
防除ネットの設置

5 5 支柱柵 ：65
ベタ流し：96

825,650
（枚）

適切かつ有効に活用され
ている。

区第７号
（江川）

第１種区画漁業
（個別）

のり養殖 令和6年8月20日
～令和7年5月20日

防除ネットの設置 支柱柵 ：26 590,464
(枚)

適切かつ有効に活用され
ている。

区第８号 第１種区画漁業 二枚貝垂下式養殖 令和6年1月1日 定期的な施設清掃 2 212
（木更津） （個別） ～ 肥満度調査の実施 （kg）

令和6年12月31日
金田 区第５号 第１種区画漁業 のり養殖 令和6年8月20日 漁場改善計画の履行 139 23 支柱柵 ：1,308 9,471,000

（団体） ～ 防除ネットの設置 ベタ流し： 504 （枚）
令和7年5月20日

富津 区第９号 第１種区画漁業 のり養殖 令和6年8月20日 漁場改善計画の履行 9 9 支柱柵 ：168 12,259,300
（団体） ～ 防除ネットの設置 ベタ流し：1,074 （枚）

令和7年5月20日
新富津 区第１０号 第１種区画漁業 のり養殖 令和6年8月20日 漁場改善計画の履行 105 29 ベタ流し：5,142 46,067,300

（団体） ～ 防除ネットの設置 （枚）
令和7年5月20日

区第１１号 第１種区画漁業 かき垂下式養殖 令和6年4月1日 定期的な施設清掃 300 21,383
（個別） ～ （4,000カゴ） （kg）

令和7年3月31日

適切かつ有効に活用され
ている。

適切かつ有効に活用され
ている。

適切かつ有効に活用され
ている。

適切かつ有効に活用され
ている。

漁獲量
（枚又はkg）

適切かつ有効に活用され
ている。

適切かつ有効に活用され
ている。

適切かつ有効に活用され
ている。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害の
ために一時的に操業できないとき等が想定される。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

柵数・
基数等

評価 今後の対応
漁獲量

（枚又はkg）
大佐和 区第１２号 第１種区画漁業 のり養殖 令和6年8月20日 漁場改善計画の履行 6 6 ベタ流し：540 3,149,700
（現在は天羽） （団体） ～ 防除ネットの設置 （枚）

令和7年5月20日
鋸南町保田 区第１３号 第１種区画漁業 わかめはえ縄式養殖 令和6年10月1日 145 0 0 0

（団体） ～ ー
令和7年4月30日

鋸南町勝山 区第１４号 第１種区画漁業 わかめはえ縄式養殖 令和6年10月1日 密植の防止 43 3 3 703
区第１５号 （団体） ～ （kg）
区第１８号 令和7年4月30日
区第１６号 第１種区画漁業 魚類小割式養殖 令和6年1月1日 養殖漁場環境調査の実施 28 72,633
区第１７号 （個別） ～ （kg）

令和6年12月31日
岩井富浦 区第１９号 第１種区画漁業 わかめはえ縄式養殖 令和6年10月1日 食害対策の実施 76 3 8 1,002

（岩井） （団体） ～ （kg）
令和7年4月30日

こんぶはえ縄式養殖 令和6年10月1日 76 3 3 0
～ （kg）
令和7年6月30日

区第２０号 第１種区画漁業 あわび垂下式養殖 令和6年1月1日 76 3 0 0
（岩井） （団体） ～ ー （kg）

令和6年12月31日  

区第２１号 第１種区画漁業 魚類小割式養殖 令和6年1月1日 養殖漁場環境調査の実施 2 78
（富浦） （個別） ～ （kg）

令和6年12月31日

区第２２号 第１種区画漁業 わかめはえ縄式養殖 令和6年10月1日 密植の防止 8 0
（富浦） （個別） ～

令和7年4月30日

館山 区第２３号 第１種区画漁業 わかめはえ縄式養殖 令和6年10月1日 25 0 0 0
区第２４号 （団体） ～ ー
（相浜） 令和7年4月30日

適切かつ有効に活用され
ている。

適切かつ有効に活用され
ている。

適切かつ有効に活用され
ている。

漁場を利用していない
が、合理的な理由がある
ため、適切かつ有効に活
用されているといえる。

生産がないが、合理的な
理由があるため、適切か
つ有効に活用されている
といえる。

海水温の上昇や食害によ
り、採算が合わないため、
操業する者がいなかった。

適切かつ有効に活用され
ている。

適切かつ有効に活用され
ている。

漁場を利用していない
が、合理的な理由がある
ため、適切かつ有効に活
用されているといえる。

適切かつ有効に活用され
ている。

当該漁期に出荷するための
種苗が入手できず、生産で
きなかった。

海水温の上昇や植食性魚類
の来遊に加え、人手不足や
経費の問題により休業して
いる。

養殖を行ったが、生育不良
によりまとまった生産がな
かった。

養殖を行ったが、食害によ
りまとまった生産がなかっ
た。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害の
ために一時的に操業できないとき等が想定される。
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漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

組合員
行使権者数

行使者数
（実績）

柵数・
基数等

評価 今後の対応
漁獲量

（枚又はkg）
新勝浦市 区第２５号 第２種区画漁業 魚介類築堤式養殖 令和6年1月1日 1 0

（個別） ～ ー
令和6年12月31日

区第２６号 第１種区画漁業 わかめはえ縄式養殖 令和6年10月1日 20 0 0 0
区第２７号 （団体） ～ ー
区第２８号 令和7年4月30日

こんぶはえ縄式養殖 令和6年10月1日 20 0 0 0
～
令和7年6月30日

養殖施設の老朽化により休
業（養殖場は植食性魚類が
侵入しにくい構造であるた
め藻類養殖試験を令和6年
12月から実施。）

漁場を利用していない
が、合理的な理由がある
ため、適切かつ有効に活
用されているといえる。

秋冬期の水温低下の遅れや
植食性魚類の来遊に加え、
漁業者の高齢化などによる
人手不足により生産を見
送った。

漁場を利用していない
が、合理的な理由がある
ため、適切かつ有効に活
用されているといえる。

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できないとき、台風や赤潮等の自然災害の
ために一時的に操業できないとき等が想定される。
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【定置漁業権】

漁業権者 免許番号 漁業の種類 漁業の名称
報告の

対象となる期間
資源管理に関する
取組の主な実施状況

操業日数
（日）

評価 今後の対応

天羽 定第１号 定置漁業 あじ定置 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 106 369

～

令和6年12月31日

鋸南町保田 定第２号 定置漁業 あじ定置 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 172 762

～
令和6年12月31日

鋸南町勝山 定第３号 定置漁業 あじ定置 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 304 722
～
令和6年12月31日

岩井富浦 定第４号 定置漁業 あじ定置 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 235 376
（岩井） ～

令和6年12月31日
西岬 定第５号 定置漁業 ぶり定置

波左間 定第６号 定置漁業 ぶり定置 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 186 377
～
令和6年12月31日

東安房 定第７号 定置漁業 あじ定置 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 217 772
定第８号 定置漁業 ぶり定置 ～ 151 599
（千倉） 令和6年12月31日

東安房 定第９号 定置漁業 ぶり定置 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 211 816
（株）庄司政吉商店 （和田） ～

令和6年12月31日
鴨川市 定第１０号 定置漁業 ぶり定置 令和6年1月1日 資源管理協定の履行 198 1,452

定第１１号 定置漁業 ぶり定置 ～ 173 823
令和6年12月31日

漁獲量
（トン）

適切かつ有効に活用されている。

適切かつ有効に活用されている。

適切かつ有効に活用されている。

適切かつ有効に活用されている。

適切かつ有効に活用されている。

適切かつ有効に活用されている。

適切かつ有効に活用されている。

適切かつ有効に活用されている。

令和6年3月漁業権放棄
未来生活イノベーション
経済研究所（株）

※海面利用制度等に関するガイドライン（R2水産庁長官通知）【抜粋】
第４ 漁業権  ３ 指導及び勧告 （２）合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき
 合理的な理由とは、例えば、資源の回復や漁場の潮通しを良くする等の漁場環境の改善を目的とするときのほか、漁船の修理や漁具の補修を行っているとき、操業を主に行う者が病気やけがのために一時的に操業できない
とき、台風や赤潮等の自然災害のために一時的に操業できないとき等が想定される。
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